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答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
船
底
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
六
第
一
号 

平
成
元
年
十
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
田 

村 
 

元 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
船
底
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
に
関
す
る
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物(
以
下｢

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物｣

と
い
う
。)

及
び
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
化
合
物(

以
下｢

Ｔ 

Ｐ
Ｔ
化
合
物｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
八
年

法
律
第
百
十
七
号
。
以
下｢

化
審
法｣
と
い
う
。)

第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
等
に
よ
り
把
握
し
て
い

る
内
容
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
我
が
国
に
お
い
て
船
底
塗
料
及
び
漁
網
防
汚
剤
に
使
用
す
る
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
の

出
荷
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
八
月
ま
で
に
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
う
ち
ビ
ス(

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ)

＝
オ
キ

シ
ド(

以
下｢

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ｣

と
い
う
。)

が
停
止
さ
れ
、
ま
た
、
平
成
元
年
六
月
ま
で
に
す
べ
て
の
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
が 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
三
年
度
に
お
い
て
船
底
塗
料
に
使
用
さ
れ
た
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
は
七
種
類
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
は
五
種

類
で
あ
り
、
漁
網
防
汚
剤
に
使
用
さ
れ
た
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
は
三
種
類
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
は
二
種
類
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
用
い
た
船
底
塗
料
及
び
漁
網
防
汚
剤
は
、
極
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
、
種
類
数
及
び
種
類
ご
と
の

量
に
つ
い
て
は
、
把
握
が
困
難
で
あ
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
中
で
現
在
船
底
塗
料
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
メ
タ
ク

リ
ラ
ー
ト
、
ビ
ス(

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ)

＝
フ
マ
ラ
ー
ト
、
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
フ
ル
オ
リ
ド
、
ビ
ス(

ト
リ
ブ

チ
ル
ス
ズ)

＝
二
・
三
―
ジ
ブ
ロ
モ
ス
ク
シ
ナ
ー
ト
、
ア
ル
キ
ル(

Ｃ
＝
八)

＝
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
・
メ
チ
ル
＝
メ

タ
ク
リ
ラ
ー
ト
・
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
メ
タ
ク
リ
ラ
ー
ト
共
重
合
物
、
ビ
ス(

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ)

＝
マ
レ
ア
ー 

停
止
さ
れ
て
い
る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

ト
及
び
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
一
・
二
・
三
・
四
・
四
ａ
・
四
ｂ
・
五
・
六
・
十
・
十
ａ
―
デ
カ
ヒ
ド
ロ
―
七
―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
一
・
四
ａ
―
ジ
メ
チ
ル
―
一
―
フ
ェ
ナ
ン
ト
レ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
こ
の
類
縁
化
合

物
の
混
合
物
（
別
名
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
＝
ロ
ジ
ン
塩
）
が
あ
り
、
そ
の
化
学
的
形
態
は
別
表
二
の
と
お
り
で
あ

る
。 化

審
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ
て
い
る
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
十
三
物
質
及
び 

Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
七
物
質
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化

を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る

化
学
物
質
」
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
の
結
果
を
得
て
い
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
化
審
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
「
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変 

現
在
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
船
底
塗
料
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。 

五 

 



五
に
つ
い
て 

化
を
生
じ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
生
物
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
」
と
の
結
果
を
得
て

い
る
。
な
お
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
「
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
」
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
な
評
価
を
行
う
た
め
、
現
在
、
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
結
果
は
、
新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
及
び
指
定
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を

定
め
る
命
令(

昭
和
四
十
九
年
総
理
府
・
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
試
験
を
実
施

し
、
当
該
試
験
結
果
等
を
厚
生
省
生
活
環
境
審
議
会
及
び
通
商
産
業
省
化
学
品
審
議
会
に
お
い
て
審
議
し
て
得

た
も
の
で
あ
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
が
化
審
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
「
継
続
的
に
摂
取
さ
れ
る
場
合
に
は
、
人
の
健

康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
十
分
な
評
価
を
す
る
た
め
に
は
、
従
前
行
っ
て 

六 

 



六
に
つ
い
て 

き
た
既
存
文
献
の
調
査
に
加
え
、
更
に
慢
性
毒
性
等
の
知
見
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
追
加
調

査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
時
点
で
調
査
等
に
要
す
る
期
間
を
明
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

調
査
結
果
が
ま
と
ま
り
次
第
、
速
や
か
に
、
化
審
法
に
よ
る
規
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

化
審
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
既
存
化
学
物
質
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
既
存
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、

化
審
法
附
則
第
四
条
に
よ
り
、
化
審
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
を
、
厚
生

大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
が
環
境
庁
長
官
の
意
見
を
聴
い
て
選
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
化
審
法
の
運
用

上
、
厚
生
省
生
活
環
境
審
議
会
及
び
通
商
産
業
省
化
学
品
審
議
会
の
審
議
を
経
て
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の

際
、
種
々
の
既
存
化
学
物
質
に
つ
い
て
製
造
量
、
輸
入
量
、
使
用
目
的
、
化
学
構
造
、
環
境
中
に
お
け
る
残
留

状
況
等
を
考
慮
し
て
選
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
並
び
に
化
審
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

指
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ
て
い
る
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
は
、
す
べ
て
既
存
化
学
物
質
で
あ 

七 

 



八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

化
審
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
等
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
内
に
お
い

て
船
底
塗
料
及
び
漁
網
防
汚
剤
に
使
用
さ
れ
る
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
の
出
荷
状
況
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
度

に
お
い
て
三
百
八
ト
ン
、
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
い
て
二
百
八
十
二
ト
ン
、
更
に
平
成
元
年
度
に
お
い
て
出
荷

が
停
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
二
十
六
ト
ン
と
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
駆
け
込
み
的
な
出
荷
が
行

わ
れ
た
事
実
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

な
お
、
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
化
審
法
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
か
ら
三
月
以
内
（
化
審
法
第

五
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
の
場
合
に
は
四
月
以
内
）
に
判
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

化
審
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
徴
収
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
平 

八 

 



九
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
二
年
度
か
ら
、
船
底
塗
料
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
溶
出
量
の
測
定
方
法
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

成
元
年
度
に
お
け
る
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
に
つ
い
て
は
、
既
に
出
荷
が
停
止
さ
れ
て
い
る
船
底
塗
料
原
料
用
及
び
漁

網
防
汚
剤
原
料
用
以
外
で
は
主
と
し
て
輸
出
用
に
出
荷
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

同
期
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
百
十
四
ト
ン
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
に
向
け
て
輸

出
さ
れ
て
い
る
。 

昭
和
六
十
三
年
度
、
東
京
湾
の
港
内
及
び
航
路
内
の
五
箇
所
に
つ
い
て
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
に
よ
る
汚
染
状
況
の

調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
水
質
に
つ
い
て
は
、
十
検
体
中
す
べ
て
の
検
体
か
ら
検
出
さ
れ
、
検
出
濃
度
は 

平
成
元
年
度
第
一
・
四
半
期
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
の
製
造
数
量
は
百
三
十
四
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。 

九 

 



十
一
に
つ
い
て 

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
五
ｐ
ｐ
ｍ
か
ら
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
一
ｐ
ｐ
ｍ
の
範
囲
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
底
質
に
つ
い
て 

は
、
五
検
体
中
す
べ
て
の
検
体
か
ら
検
出
さ
れ
、
検
出
濃
度
は
〇
・
〇
〇
二
四
ｐ
ｐ
ｍ
か
ら
一
・
五
五
ｐ
ｐ
ｍ

の
範
囲
で
あ
っ
た
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
や
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
を
含
有
す
る
船
底
塗
料
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
製
造
、
使
用
等
の
面
で
、

環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
及
び
そ
の
普
及
、
製
品
中
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
等
の
含
有

率
の
低
減
、
可
能
な
限
り
の
使
用
の
自
粛
等
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
水
質
、
底
質
と
も
に
、
航
路
内
に
比
べ
、
よ
り
閉
鎖
性
の
高
い
港
内
の
方
が
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
濃
度

が
高
い
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
化
審
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
製
造
及
び
輸
入
の
許

可
、
使
用
の
制
限
等
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
一
種
特
定
化
学
物 

一
〇 

 



十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て 

十
二
に
つ
い
て 

質
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
又
は
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
を
使
用
す
る
船
底
塗
料
及
び
漁
網
防
汚
剤
の
代
替
品
と
し
て
は
、
船
底

塗
料
に
つ
い
て
は
従
来
の
銅
系
の
製
品
を
改
良
し
た
製
品
、
漁
網
防
汚
剤
に
つ
い
て
は
有
機
窒
素
系
、
有
機
窒

素
硫
黄
系
の
製
品
等
の
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
一
部
に
使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
も
あ

る
が
、
効
果
の
持
続
期
間
等
が
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
又
は
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
を
使
用
す
る
船
底
塗
料
又
は
漁
網
防
汚
剤

に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
た
め
、
引
き
続
き
各
々
の
業
界
に
お
い
て
鋭
意
代
替
品
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

な
お
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｏ
以
外
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
に
つ
い
て
は
十
九
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。 

一
一 

 



十
六
に
つ
い
て 

十
五
に
つ
い
て 

(一 ) 

船
底
塗
料
を
実
際
に
使
用
す
る
事
業
者
の
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
日
本
造
船
工
業
会
等
に
対
し
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ 

我
が
国
に
入
港
す
る
外
国
船
籍
の
船
舶
も
含
め
、
外
航
船
に
係
る
規
制
は
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
既
に
、
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
あ
る
国
際
海
事
機
関(

Ｉ
Ｍ
Ｏ)

の
海
洋
環
境
保
護
委

員
会
に
お
い
て
、
船
底
塗
料
に
お
け
る
有
機
ス
ズ
化
合
物
の
使
用
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
が
国
と
し
て
は
、
同
委
員
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
適
切
に
対
処
し
て

ま
い
り
た
い
。 

現
在
の
化
審
法
に
お
い
て
は
、
化
学
物
質
の
審
査
を
、
そ
れ
が
環
境
中
に
放
出
さ
れ
た
後
の
化
学
変
化
等
も

考
慮
し
て
行
い
、
そ
の
結
果
等
に
基
づ
き
第
一
種
特
定
化
学
物
質
、
第
二
種
特
定
化
学
物
質
等
を
指
定
し
て
所

要
の
規
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 
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(三 ) 

有
機
ス
ズ
化
合
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
特
別
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
法
令
上
そ
の
実
施
を

義
務
付
け
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
有
機
ス
ズ
化
合
物
に
よ
る
健
康
障
害
の
報
告
例
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。 

(二 ) 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
に
係
る
労
働
災
害
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
に
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合

物
を
含
有
し
た
塗
料
を
用
い
た
船
体
外
板
の
吹
付
塗
装
作
業
に
お
い
て
、
塗
料
の
飛
沫
に
よ
り
労
働
者
が
角

膜
腐
食
の
災
害
を
受
け
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
を
含
有
す
る
船
底
塗
料
の
使
用
、
管
理
方
法
等
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

の
上
、
関
係
者
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
よ
う
指
導
し
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
て
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
の
上
、
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
有
機
ス
ズ
化
合
物
取
扱
者
を
含
め
労
働
者
一
般
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
健
康
診
断
を
実
施
し
な
け 
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十
九
に
つ
い
て 

十
八
に
つ
い
て 

十
七
に
つ
い
て 

Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
七
物
質
に
つ
い
て
は
、
そ
の
環
境
汚
染
状
況
に
か
ん
が
み
、
化
審
法
第
二
十
四
条
に
基
づ 

き
、
平
成
元
年
七
月
に
厚
生
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
が
製
造
事
業
者
及
び
輸
入
事
業
者
に
対
し
て
有
害
性
の 

こ
れ
ら
の
処
理
実
態
に
関
す
る
調
査
を
昭
和
六
十
三
年
度
及
び
平
成
元
年
度
の
二
年
間
で
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
結
果
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
に
つ
い
て
の
人
体
組
織
中
濃
度
の
測
定
例
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
承
知
し
て
い
な
い
。 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
、
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
を
含
む
廃
棄
物
の
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
作
成
し
て
い
な
い
。 
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二
十
に
つ
い
て 

Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
十
三
物
質
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
九
月
に
環
境
庁
が
中
央
公
害
対
策
審
議
会
の
審
議
を
経

て
発
表
し
た｢

昭
和
六
十
三
年
度
生
物
モ
ニ
タ
リ
ン
グ(

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物)

結
果
の
概
要｣

に
お
い
て
、

そ
の
一
般
環
境
に
お
け
る
環
境
汚
染
状
況
は
、｢

直
ち
に
危
険
な
状
況
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い｣

と
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
同
時
に｢

現
在
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
の
使
用
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
本
化
合
物
に
関
す
る
調
査
を

継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
と
も
環
境
汚
染
の
状
況
を
監
視
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い

る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
必
要
に
応
じ
て
化
審
法
に
基
づ
く
規
制
を
強
化
す
る
等
の
環
境
汚
染
対
策
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

調
査
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
そ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
所
要
の

措
置
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
項
目
に
Ｔ
Ｂ
Ｔ
化
合
物
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｔ
化
合
物
を
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て 
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は
、
現
在
、
行
わ
れ
て
い
る
毒
性
、
水
質
等
に
関
す
る
諸
調
査
の
結
果
を
得
て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
。 
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